
営業届出制度の創設

原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けら
れることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営
業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象
外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。

届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主と
して取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名です。

許可とは異なり、要件（施設基準）はありません。

更新の必要はありません。

廃業した場合は、届け出てください。

施行は令和３年６月１日からです。既に営業中の事業者は施行から
６ヶ月以内（令和３年11月30日まで）に届出してください。施行前に届
け出ることも可能です。



公衆衛生に与える影響が少ない営業

公衆衛生に与える影響が少ない（食品衛生上のリスクが低い）営業とし
て規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要で
す。

① 食品又は添加物の輸入業

② 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業（ただし、冷凍・冷蔵倉
庫業は除く。）

③ 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生
上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業

④ 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

⑤ 器具容器包装の輸入又は販売業

上記のうち、①～③及び⑤の営業者については、法第50条の２第２項
に基づく衛生管理計画及び手順書の作成も不要です。

このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食
数が20 食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる
行為（出荷前の調製等）についても、営業届出及び衛生管理計画・手順
書の作成は不要です。


